
  

   

 

  
 

     
   

  
  

  
    

       
        
       

    
    

           
           
            
           
           

    
  

           
           
          
            

    
           
           
           
            
           



2020,03,17 総務人事部 
 

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画（案） 
 
 

行  動  計  画 

 
 

従業員が仕事と子育てとを両立させることができ、従業員が働きやすい環境をつくる

ことによって、その能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策

定する。 
 
１．計画期間  ２０２０年４月１日～２０２５年３月３１日 （５年間） 
 
２．行動計画 
 
  （１）所定外労働の削減のための措置の実施 
 

（２）年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施 
 

（３）育児短時間勤務制度の利用のための措置の実施 
 
３．対  策 
 
  ２０２０年４月～ 

・所定外労働の削減のため、作業改善および社員の意識改革に向けた諸施策を労使で

実施する。 
 
２０２０年４月～ 
・アニバーサリー休暇（年次有給休暇）の取得に向けた諸施策を労使で協議する。 
 
２０２０年４月～ 
・育児短時間勤務の利用に向けて制度概要（小学校 3 年生終了まで）を周知するため

の広報活動を労使で実施する。 
 

以  上 


